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Ｑ１．なぜ、出資証券をペーパーレスにしたのか。 

Ａ１．出資証券は、預金の通帳や証書と違って、常日頃出し入れすることがないため、   

しまい忘れることもあり、また、長期に亘って保管しなければならないため、相続、

譲渡、脱退や名義変更の際、出資証券紛失のお申し出を受けることが多々ございます。 

出資証券をペーパーレスとすることで、その際の手続きが簡素化され、会員の皆様の

ご負担を減らすことになります。 

 

Ｑ２．出資証券がペーパーレスになると、金庫に出資しているという証拠書類がなくなって

しまうが、自分が出資していることを確認する方法はあるのか。 

Ａ２．会員の皆様からお預かりした出資金の管理は、会員名簿により電子的に一元管理  

いたします。今後につきましては、皆様に毎年６月に送付させていただいております  

「第○○期出資配当金支払通知書」に出資の内容（出資者の氏名、住所、口数、出資

金額等）を記載させていただき、ご確認をしていただくこととなります。また、会員

の皆様からのご請求時には出資金の「残高証明書」を随時発行いたします。 

 

Ｑ３．今、手元に持っている出資証券はどうすればいいのか。 

Ａ３．現在お持ちの出資証券は、会員ご加入時に出資金をお預かりしました証として発行

してまいりました。しかしながら、今回の出資証券のペーパーレス化に伴い、会員の  

皆様には出資証券の保管の必要も、金庫へご返却いただく必要もございません。会員

の皆様からお預かりしております出資金ならびに会員としての権利等につきましては、

これまでと何ら変わりはございませんので、ご安心ください。 

 

Ｑ４．氏名や住所が変わったときはどうすればいいのか。 

Ａ４．ご本人様を確認できる書類（運転免許証、健康保険証など）と出資加入時にお届け

いただいたご印鑑をお持ちの上、お近くの窓口にお越しください。変更内容により   

金庫所定の手続きをとらせていただきます。なお、出資証券を持参いただいた場合は、

当金庫にて責任をもって回収させていただきます。また、万一、出資証券を紛失され

ている場合にもお届けいただく必要はございません。 

 

Ｑ５．出資証券が発行されないと将来の譲渡・相続などの手続きの際には、何を持って    

いけばよいのか。 

Ａ５．譲渡の場合は、ご本人様を確認できる書類と出資加入時にお届けいただいたご印鑑を、

相続の場合は前述の書類、印鑑に加え、相続に必要な書類等が必要となります。 

なお、相続手続きについては、いろいろなケースがございますので、お客様のお取引

していただいている営業店へお問い合わせください。 

 

Ｑ６．新たに出資会員となったときは、「出資証券」に代わるものはあるのか。 

Ａ６．新たに当金庫の出資会員となっていただいた際（譲受、相続を含む）には、これま

での「出資証券」に代わり「出資会員加入承諾書」をお渡しいたします。 


